
る
が
柱
間
寸
法
等
の
規
模
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
正
殿
の
東
前
面
に
は

梁
行
二
間
（
柱
間
寸
法
約
七
尺
）
×
桁
行
一
二
間
（
柱
間
寸
法
約
八
尺
）
の

南
北
棟
が
検
出
し
、
脇
殿
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
郭
と
称
す
る
他
の

部
所
に
は
建
物
の
存
在
は
な
く
、
正
殿
前
面
は
広
場
で
、
建
物
は
Ｌ
字
形

状
の
官
衙
配
置
を
と
る
。
内
郭
を
区
切
る
施
設
は
柵
列
で
あ
り
、
そ
の
規

模
は
東
西
五
三
・
四
㍍
（
一
七
八
尺
）
×
南
北
五
八
・
五
㍍
（
一
九
五
尺
）

で
、
南
北
辺
が
長
い
長
方
形
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
側
柵
列
の
中
央

部
に
は
四
脚
門
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。「
郡
庁
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

②

外

郭

区
画
の
規
模
は
東
西
一
五
〇
㍍
×
南
北
一
五
〇
㍍
の
方
形
を
呈
し
て
お

り
、
北
辺
・
東
辺
は
柵
列
で
、
西
辺
・
南
辺
は
溝
で
区
画
さ
れ
て
い
る
。

地
形
的
な
制
約
が
あ
り
、
ま
た
官
道
等
の
関
係
か
ら
視
覚
効
果
を
ね
ら
っ

た
建
物
配
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
郭
外
に
は
掘
立
柱
建
物

跡
約
二
〇
棟
以
上
あ
り
、
東
西
棟
が
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
。

③

遺

物

主
な
出
土
遺
物
に
は
須
恵
器
・
土
師
器
等
の
杯
・
皿
類
を
は
じ
め
、
緑

釉
陶
器
・
円
面
硯
・
平
瓦
片
等
が
あ
る
。

当
遺
跡
の
存
続
時
期
を
、
八
世
紀
第
２
四
半
期
ご
ろ
を
上
限
と
し
、
八

世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
ご
ろ
を
下
限
と
し
た
、
約
半
世
紀
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

四

条
里
と
官
道

１

条
里
遺
構

条
里
制
と
は

せ
い
で
ん
せ
い

古
来
中
国
の
「
井
田
制
」
と
い
う
の
が
漢
時
代
以
前
に

存
在
し
、
内
容
は
方
形
の
土
地
を
各
辺
三
等
分
（
全
部

で
九
等
分
）
し
て
、
そ
れ
か
ら
上
が
っ
て
く
る
税
金
を
計
算
す
る
法
で
あ

る
。
漢
時
代
以
後
は
「
阡
陌
制
度
」
で
、「
阡
」
は
南
北
方
向
を
、「
陌
」

は
東
西
方
向
を
表
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
土
地
を
碁
盤
の
目
に
割
っ
て
い

き
ん
で
ん
せ
い

く
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
南
北
朝
時
代
に
は
「
均
田
制
」
と
な
り
、
時
代

の
変
化
に
伴
っ
て
制
度
も
変
わ
っ
て
い
く
。
日
本
の
条
里
は
、
阡
陌
制
度

に
最
も
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。

は
ん
で
ん
せ
い

日
本
で
は
大
化
の
改
新
（
六
四
五
）
以
後
、「
班
田
制
」
が
施
行
さ
れ
、

じ
ょ
う

り

せ
い

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
大
宝
律
令
以
後
「
条
里
制
」
に
変
わ
っ
て
い

く
。「

班
田
制
」
に
は
二
つ
の
地
割
法
が
あ
る
。

面
積
・
寸
法
の
約
束
ご
と
は
、
約
一
〇
八
㍍
を
一
町
と
し
、
方
一
丁
は
三

六
〇
〇
坪
で
一
〇
反
に
相
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

な
が

ち

け
い

①
長
地
形
地
割
…
一
辺
六
〇
歩
（
一
町
）
の
土
地
を
、
平
行
に
一
〇
等

分
短
冊
形
（
六
歩
×
六
〇
歩＝

一
段
）
に
し
て
割
り

付
け
る
法
。

は

お
り
け
い

②
半
折
形
…
六
〇
歩
（
一
町
）
四
方
の
一
辺
を
五
等
分
し
て
、
更
に
中

央
部
で
横
割
り
に
し
、
全
部
で
一
〇
等
分
す
る
法
（
一
二
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歩
×
三
〇
歩＝

一
段
）

こ
の
長
地
形
地
割
は
、
六
世
紀
ご
ろ
大
和
朝
廷
の
直
轄
領
あ
る
い
は
屯

倉
が
置
か
れ
て
い
る
所
に
こ
の
方
法
の
地
割
が
多
く
、
そ
れ
が
徐
々
に
広

ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
方
の
半
折
形
地
割
は
、
大
化
の
改
新
詔
に
「
田
の

長
さ
三
〇
歩
。
広
さ
一
二
歩
を
段
と
な
せ
。
一
〇
段
を
町
と
せ
よ
」
と
記

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
班
田
収
授
制
が
ひ
か
れ
て
公
式
に
と
り
い
れ
ら
れ

た
。・「

条
里
制
」
に
も
二
つ
の
地
割
り
法
が
あ
る
。

条
里
の
場
合
は
土
地
を
一
町
単
位
で
表
し
た
。
そ

の
土
地
全
体
を
六
町
間
隔
で
区
切
り
、
そ
の
六
町

四
方
（
方
六
町
）
を
里
と
し
た
。
更
に
、
里
は
一

町
ご
と
に
六
等
分
し
、
縦
横
を
三
六
区
分
し
、
そ

の
一
町
四
方
を
「
坪
（
江
・
枝
）」
と
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
全
部
で
三
六
坪
が
里
で
あ
る
。
そ

し
て
、
東
西
を
「
里
」
南
北
を
「
条
」
と
数
え
る

よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

ち

ど
り

①
千
鳥
式
…
例
え
ば
一
ノ
坪
か
ら
六
ノ
坪
ま
で

地
割
り
し
た
な
ら
、
二
列
目
の
七

ノ
坪
は
六
ノ
坪
の
横
に
な
る
法
。

②
並
行
式
…
千
鳥
式
と
反
対
で
一
ノ
坪
か
ら
六

ノ
坪
ま
で
地
割
り
し
た
時
、
次
の

七
ノ
坪
は
一
ノ
坪
の
横
隣
に
な
る

法
。

こ
れ
ら
の
条
里
制
地
割
は
、
和
銅
か
ら
養
老
年
間

ご
ろ
に
は
全
国
的
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

図３―２８ 条里の区画（『大分市史』上巻 １９８７より転載）
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京
都
平
野
の
条
里

長
年
の
間
、
土
地
区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、

律
令
制
の
条
里
遺
構
を
探
す
の
は
極
め
て
難
し
い

状
況
に
あ
る
。
頼
る
資
料
は
古
図
（
地
籍
図
）・
小
字
名
・
古
写
真
・
航

空
写
真
等
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
今
で
は
開
発
等
が
進
行
し
、
不
明
と
す

る
所
が
多
々
見
ら
れ
る
。

京
都
平
野
に
限
っ
て
見
る
と

①
今
川
流
域
…
山
鹿
・
本
庄
・
古
川
・
続
命
院
地
区
（
犀
川
町
）

天
生
田
・
大
谷
・
宝
山
・
流
末
・
寺
畔
・
中
川
地
区

（
行
橋
市
）

②
長
峡
川
・
井
尻
川
流
域
…
大
野
井
・
検
地
・
上
津
熊
・
中
津
熊
・
下

津
熊
・
西
谷
・
津
積
地
区
（
行
橋
市
）

下
久
保
地
区
（
勝
山
町
）

③
祓
川
流
域
…
内
垣
地
区
（
犀
川
町
）

節
丸
・
光
富
・
上
原
・
徳
政
・
有
久
・
国
作
・
惣
社

田
中
地
区
（
豊
津
町
）

竹
並
・
草
場
・
平
島
・
馬
場
・
津
留
地
区
（
行
橋
市
）

④
小
波
瀬
川
流
域
…
草
野
・
延
永
地
区
（
行
橋
市
）

長
音
寺
・
上
片
島
・
鋤
崎
地
区
（
苅
田
町
）

（『
豊
津
町
史
』
上
巻
よ
り
引
用
）

こ
れ
ら
の
地
域
を
見
る
と
、
今
川
地
域
周
辺
に
条
里
遺
構
が
把
握
で

き
、
勝
山
町
は
下
久
保
地
区
あ
た
り
か
ら
黒
田
・
椿
市
方
面
に
か
け
て

残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
豊
津
町
の
国
分
寺
か
ら
惣
社
・

国
作
一
体
は
、
国
府
と
の
関
係
か
ら
南
北
線
を
有
し
た
地
割
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

２

駅
馬
と
官
道

駅
馬
の
制
定
と
官
道

中
央
と
地
域
を
結
び
、
日
本
の
政
治
・
経
済
・

文
化
の
発
展
を
具
体
化
す
る
の
は
交
通
機
関
の

発
展
で
あ
る
。
古
代
の
交
通
は
駅
馬
を
創
設
し
、
官
道
を
整
備
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
大
化
二
年
（
六
四
六
）
の
改
新
詔
で
は
初
め
て
京
師
を
修
め

畿
内
に
国
司
・
郡
司
等
と
と
も
に
「
駅
馬
」、「
伝
馬
」
の
名
が
見
え
る
。

そ
し
て
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
駅
制
と
官
道
の
配
置
は
大
宝
令
に
明
確

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
官
道
は
「
大
路
」、「
中
路
」、「
小
路
」
の
三
つ
に

分
か
れ
て
い
た
。

凡
諸
道
須
置
駅
昔
、
毎
卅
里
置
一
駅
、
若
地
勢
阻
険
、
及
無
水
草
處
、
随
便
安
置
、

不
限
里
数
、（
略
）

と
あ
っ
て
、
駅
家
は
三
〇
里
（
約
一
六
�
）
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
。
そ
し

て
・「
大
路
」
は
、
山
陽
道
（
京
師
〜
大
宰
府
）
各
駅
二
〇
頭

・「
中
路
」
は
、
東
海
道
・
東
山
道

各
駅
一
〇
頭

・「
小
路
」
は
、
そ
の
他
の
諸
道

各
駅
五
頭

に
そ
れ
ぞ
れ
駅
馬
が
配
置
さ
れ
、
各
国
の
郡
に
も
五
頭
の
伝
馬
が
常
設
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

駅
家
を
推
定
す
る
場
合
、
地
名
の
研
究
が
最
も
有
効
で
あ
る
。
古
代
で

は
「
マ
ヤ
」
か
ら
「
マ
エ
」
に
変
化
し
、「
前
谷
・
前
橋
・
前
田
・
前
原
」
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凡　例 
国　　　府 
寺　院　跡 
神　　　社 
駅　　　路 
古瓦出土地 
瓦　　　窯 

宇佐神宮 

豊前国分寺 

豊　前 

筑　前 

浜口廃寺 

津丸廃寺 

北浦廃寺 

長門国分寺 長門国府 

香春岳 

香春神宮 

求菩提山 

英彦山 

観世音寺 
大
宰
府 

三
宅
廃
寺 

大
分
廃
寺 

長
丘 

久
爾 

夷
守 

廬
城 

伏
見 

席
打 

津
日 

嶋
門 

夜
久 

到
津 濁

見 

椿
市
廃
寺 

菩
提
廃
寺 

豊
前
国
府 

苅
田 

田
河 

多
米 

築
城 

臨
門 

社
崎 

木
山
廃
寺 

上
坂
廃
寺 

豊
前
国
分
尼
寺 

天
台
寺
跡 

垂
水
廃
寺 下

毛 

相
原
廃
寺 

宇
佐 

法
鏡
寺
跡 

弥
勒
寺
跡 

虚
空
蔵
寺
跡 

小
倉
池
廃
寺 

綱
別 

把
伎 

隈
崎 廣

瀬 

等
は
、
駅
家
の
想
定
さ
れ
る
小
字
名
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
陽
道
の
駅
は
蕃
客
に
備
え
て
「
瓦
葺
粉
壁
」
の
駅
館
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
地
名
・
文
献
等
に
見
え
る
「
殿
・
屋
敷
・
大
内
」
等
の
地
名
も

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
構
造
は
、
播
磨
国
布
勢
駅
及
び
備
後

国
芦
田
駅
の
発
掘
調
査
例
か
ら
、
約
一
町
四
方
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、
駅

家
付
属
施
設
と
し
て
「
駅
館
院
」
と
呼
ぶ
一
群
の
建
物
と
、
そ
の
他
の
倉

庫
等
の
雑
舎
群
建
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
国
駅
家
間
を
伝
路
と
し
て
設
備
さ
れ
た
の
が
畿
内
を
中
心
と

し
た
七
道
で
あ
る
。
古
代
官
道
は
直
接
的
道
路
が
一
般
的
と
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
大
野
城
市
水
城
西
門
跡
か
ら
北
に
延
び
る
道
路
は
、
鴻
臚
館

に
通
じ
直
線
的
な
道
路
の
可
能
性
が
、
発
掘
調
査
等
で
少
し
ず
つ
明
ら
か

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
構
造
や
道
幅
も
場
所
に
よ
っ
て
は
若
干
の
変

化
が
あ
る
が
、
古
代
官
道
は
両
側
に
溝
を
設
け
、
道
幅
約
六
㍍
、
九
㍍
、

一
二
㍍
と
三
の
倍
数
の
道
路
幅
が
多
い
と
、
木
下
良
は
『
近
年
に
お
け
る

古
代
官
道
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
』
の
論
文
中
で
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、

彼
は
「
古
代
官
道
は
国
府
・
国
分
寺
・
郡
衙
等
の
都
市
計
画
の
基
準
に
設

定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
官
道
は
、
律
令
制
が
制
定
さ
れ
た
八
世
紀
代
に
は
ほ
ぼ
創
設
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
七
世
紀
代
か
ら
道
路
整
備
が

あ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

豊
前
地
方
の

駅
と
官
道

豊
前
地
方
を
通
る
駅
は
、『
延
喜
式
』
巻
二
八
（
兵
部

省
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

も
に
さ
い

い
た
む
つ

社
崎
、
到
津
各
十
五
匹
、
田
河
、
多
米
、
刈
豊
前
国
駅
馬
田
、
築
城
、
下
毛
、
宇
佐
、

安
覆
各
五
疋
。

図３―２９ 北部九州の古代官道と駅家（『北九州市立考古博物館展示図録』１９８５より転載）
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と
あ
り
、
宇
佐
方
面
に
行
く
道
程
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
社
崎
と
多
米
、

安
覆
の
地
は
定
か
で
な
い
。
豊
前
地
方
か
ら
西
都
大
宰
府
に
通
じ
る
官
道

は
二
と
お
り
あ
り
、
そ
の
駅
路
等
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
豊
前
築

城
を
起
点
と
し
、
便
宜
的
に
両
道
を
、
豊
前
か
ら
到
津
を
経
由
し
て
大
宰

府
ま
で
を
「
筑
前
道
」
、
豊
前
か
ら
田
河
経
由
大
宰
府
ま
で
を
「
田
河
道
」

と
呼
び
記
す
こ
と
と
す
る
。

①
筑
前
道

豊
前
築
城
（
築
城
郡
築
城
）

到
津
（
北
九
州
市
小
倉
到
津
）

嶋
門
（
遠
賀
郡
旧
島
門
村
）

席
打
（
糟
屋
郡
旧
席
打
村
）

美
野
（
福
岡
市
香
椎
付
近
）

大
宰
府
（
太
宰
府
市
）

②
田
河
道

豊
前
築
城
（
築
上
郡
築
城
）

田
河
（
田
川
市
付
近
）

綱
別
（
嘉
穂
郡
庄
内
村
付
近
）

伏
見
（
嘉
穂
郡
大
分
村
高
田
付
近
）

大
宰
府
（
太
宰
府
市
）

こ
れ
ら
の
①
官
道
は
令
に
定
め
ら
れ
た
大
路
で
あ
っ
て
、
発
端
は
山
城
国

山
崎
か
ら
山
陽
道
を
経
由
し
て
太
宰
府
に
入
る
い
わ
ゆ
る
大
宰
府
道
に
あ

た
り
、
現
在
の
国
道
三
号
線
ル
ー
ト
（
旧
道
）
で
あ
る
。

ま
た
②
は
令
の
規
定
で
は
小
路
に
相
当
す
る
。
こ
の
ル
ー
ト
は
築
城
か

ら
航
空
自
衛
隊
送
信
所
北
側
の
切
り
通
し
に
向
か
っ
て
進
み
、
砦
見
薬
師

堂
か
ら
祓
川
を
渡
っ
て
豊
前
国
府
南
西
部
に
至
る
。
国
府
惣
社
地
区
か
ら

甲
塚
古
墳
の
南
切
り
通
し
を
ぬ
け
、
八
景
山
を
過
ぎ
て
今
川
か
ら
天
生
田

へ
入
る
。
そ
し
て
、
現
行
橋
市
西
谷
集
落
か
ら
勝
山
町
上
野
集
落
に
至

り
、
仲
哀
峠
を
越
え
田
河
に
到
達
す
る
。
な
お
大
宰
官
道
に
つ
い
て
は
町

指
定
文
化
財
の
項
で
詳
述
す
る
。
官
道
筋
に
は
古
く
か
ら
の
寺
院
が
存
在

し
、
国
府
・
郡
衙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
築
城
駅
近
く
に
は
椿
市
廃
寺

跡
、
田
河
駅
に
は
天
台
寺
跡
、
伏
見
駅
に
は
大
分
廃
寺
跡
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
郡
単
位
に
寺
院
が
存
在
す
る
。
令
規
定
で
は
小
路
に
あ
た
る
け
れ
ど

も
古
く
か
ら
銅
生
産
・
綿
生
産
な
ど
を
担
う
こ
の
ル
ー
ト
は
、
豊
前
国
と

大
宰
府
を
結
び
、
開
発
さ
れ
た
官
道
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
近
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
古
代
の
官
道
跡
が
発
見
さ
れ
る
遺
跡
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
太
宰
府
市
前
田
遺
跡
、
久
留
米
市
朝
妻
遺
跡
・

同
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
等
そ
の
他
多
数
が
あ
る
。

第
二
節

律
令
国
家
の
変
容

一

律
令
制
と
政
治
の
変
化

変
容
の
諸
要
因

律
令
国
家
の
性
格
は
大
き
く
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
律
令
法
が
定

め
る
体
制
に
基
づ
い
た
国
家
運
営
と
、
も
う
一
つ
は
貴
族
社
会
の
緩
さ
が

武
家
社
会
政
権
を
確
立
し
て
い
く
社
会
の
変
容
で
あ
る
。

第３章 律令政治の幕開け
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